
市民向け『認知症サポーター養成講座』
　認知症になることは特別なことではありませ
ん。誰もが人生の中で認知症になる可能性があ
ります。認知症になっても本人の意思が尊重さ
れ、認知症の人と家族が地域で安心して暮らし
続けることができるように、市では「認知症サ
ポーター養成講座」を実施しています。
　「認知症についてよく知りたい」「認知症の人
やその家族を手助けしたい」という方なら誰で
も受講できます。認知症サポーター養成講座を
受講して認知症の理解を深めましょう。

▲認知症サポーターキャラバンのマスコット「ロバ隊長」

《問合せ》高年介護課
　☎29-0055ファクス29-3144

　認知症サポーターとは
　認知症について理解し、認知症の人や家族を
温かく見守る人です。認知症サポーター養成講
座を受講すれば、誰でもサポーターになること
ができます。受講後に認知症サポーターの証と
なる「サポーターカード」を渡しています。

▶対象者　市民なら誰でも
▶日時　�９月５日（木）午後１時30分〜３時
▶場所　市役所立野庁舎　多目的ホール
▶参加費　無料
▶定員　40人（先着順）
▶申込方法　�８月29日（木）までに氏名、住所、

電話番号を電話またはファクスで
申し込んでください。
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▶�接種回数　基本３回（最低６カ月の接種期間が
必要）
※�シルガード（９価）１回目を15歳未満で接種し
た場合は２回
▶�費用　無料（2025年４月１日以降、定期接種
対象者以外は有料）
※�自費で接種する場合、１回につき17,000円〜
３万円程度の費用負担
▶�接種方法　市内協力医療機関で予約し、母子
健康手帳・予診票を準備の上、接種。
※�予診票がない方は、母子健康手帳を準備しオン
ラインまたは窓口で交付申請をしてください。

※�本市に住民票がある方で、進学などで市外に
滞在中の方も、本市への事前申請により滞在
先の医療機関で接種可能です。

《問合せ》こども未来課☎24-9604

接種はお済みですか？子宮頸がん予防ワクチン接種
　1997年４月２日〜2009年４月１日（高校１年生相当）生まれの方が、無料で接種できるのは、来
年３月31日までです。接種を希望する方は早めに接種を開始してください。

▲市ホームページ
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▲市ホームページ
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